
平成２６年人事統計調査の概要 

 

 

１．調査の目的 

 この調査は、地方公務員法に規定する趣旨に基づき、職員の給与等の実態を把握し、人事行政上の能率的運

営に資するために必要な基礎資料を作成する目的で実施したものである。 

 

 

２．調査の時期 

 平成 26 年４月１日 

 

 

３．調査の対象 

 職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採用等に関する条例、一般職の任期付研究員の採用等に関

する条例、職員の再任用に関する条例、公立学校職員の給与に関する条例、企業庁企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例、病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、現業職員の給与の種類及び基準

に関する条例並びに県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける常勤職員

（休職者、外国派遣条例に基づく派遣職員、育児休業中の職員、育児短時間勤務職員等、大学院修学休業中の

職員、公益法人等派遣職員、介護職専免・福利厚生等休暇（家族介護のための休暇）を受けている職員及び１

年以内の任期を限って任用されている職員（任期付職員、任期付研究員及び再任用職員を除く。）を除く。）で

平成 26 年４月１日に在職する者 

 

 

４．調査の項目 

 所属名、氏名、性別、年齢、経験年数、最終学歴、適用給料表、級・号給、給料の月額、扶養手当及びその

他の手当並びに給与条例上の扶養親族数、通勤方法、通勤所要時間、通勤距離、１箇月当たりの運賃等の月額、

住居の種類、家賃・間代の額及び休職の状況等 

 

 

５．調査の方法 

 連記式の調査表による全数調査とし、総務部総務事務課、病院事業庁、警察本部、中小学校等において調査

表を作成した。 

 

 

６．調査結果の概要 

 この参考資料第１－１表から第１０－２表までのとおりである。
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